


4.  申請の結果・通知  
申請をした月の翌月中旬頃、学校をとおして結果を通知します｡ 

5.  申請の注意事項  
(1)  戸田市では就学援助申請の際の同意に基づいて、審査の際に申請世帯の住民票関係情報､

市民税関係情報､生活保護実施関係情報を確認します｡ 

(2)  所得の申告内容が審査時点で確認できない場合  (給与所得のみで年末調整されている方を

除く )は､審査ができませんので不認定となります｡あらかじめご了承ください｡ 

(3)  申請内容と事実が異なることが判明した場合は､認定を取消し､支給済みの援助費をお返し

いただくこともあります｡ 

(4)  転出入に伴い､就学援助における支給状況を他市町村へ照会・情報提供することがありま

す｡ 

(5)  申請に際しては、学校納入金等に未納がある場合に、認定者への振込金を充当することへ

の同意が必要となります。  

(6)   父､母､祖父母など､同一生計世帯全員の合計所得により審査します｡ 

単身赴任をしている保護者や二世帯住宅等の同居者も同一生計世帯に含めます。  

※「同一生計者」とは、次のいずれかに当てはまる方です。  

①  住民票上、同一世帯の方  

②  住民票上、世帯が別だが、生計を一にしている方  

(7)  収入額・需要額が生活保護基準の 1.3倍未満の場合、認定となります。年齢・世帯構成によ

って認定となる所得が異なります｡お問合せいただいても具体的な金額は回答できません｡な

お、所得とは､給与所得者の場合は給与所得控除後の金額､事業所得者の場合は必要経費を除い

た金額です｡ 

(8)  就学援助は､通常､前年 1年間の所得にて審査を行いますが､失業、災害、犯罪被害等により家

計急変した場合も申請を受け付けております。  

家計が急変したことを証明できる書類により、直近の収入状況を踏まえた審査を行います。

個別にご相談ください。  

6.  就学援助内容  
※金額は予定額であり､変更となることがあります｡ 

支給費目 
小  学  校 中  学  校 

説   明 
対 象 金  額 （円） 対 象 金  額 （円） 

学校給食費 1～6年 実費相当額 － － 各戸田市立小学校へ振込 

学用品費等        
1年 月額    1,103 1年 月額     2,254 年４回支給(7月､10月､ 

1月､4月の月末頃支給) 2～6年 月額    1,292 2･3年 月額     2,443 

※新入学児童生徒 

学用品費 

就学前 ※ 57,060 
小学校

6年 
※ 63,000 

2月､3月適用者に支給 

(それぞれ 2月､3月末頃支給) 

1年 ※ 57,060 － － 4月現在適用者に 4月末頃支給 

オンライン学習 

通信費 
1～6年 月額    1,250 1～3年 月額    1,250 

年４回支給(7月､10月､ 

1月､4月の月末頃支給) 

※体育実技用具費 

（柔道着・剣道着） 
－ － 1～3年 

学校の報告に基づく 

実費相当額 

限度額あり 

購入者に支給(３年度内に１度) 

修学旅行費 6年 
学校の報告に基づく 

実費相当額 

3年 実施後支給 

林間学校費 5年 1年 実施後支給 

卒業アルバム代 6年 3年  

※  1年生の新入学児童生徒学用品費は､適用日に応じて入学前､もしくは入学後に支給します｡(1回限り ) 

申請受付期限以降に申請された方は対象となりませんのでご注意ください｡ 

（受給後に転出をした場合は重複受給がないよう､転出先自治体へ通知します｡）  

（転入者など他の自治体も含め､入学前に受給済みの場合は重複して受給できません｡）  

※  体育実技用具（柔道着・剣道着）費について、中学校入学前の体操着等を購入する際に、体育実技用具の購

入を勧められる場合があります。入学前に体育実技用具を購入される場合は、就学援助の対象外となります

ので、ご注意ください。なお、柔道又は剣道の実施については、中学校入学後に学校が決定します。体育実

技用具の準備については、学校から案内をされてから購入してください。  

＜問い合わせ先＞  戸田市教育委員会  学務課  ℡ 048-441-1800（内線 303）  


